
 
 

鹿児島市 令和６年度介護保険制度改正等説明資料 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護  － 個別資料 － 

 

１．令和６年度介護報酬改定における改定事項について           ・・・1ページ 

  

２．指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 

・・・31 ページ 

３．指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防 

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

・・・43 ページ 

 

４．介護報酬の算定構造（案）                      ・・・56 ページ 

 
 
 
 今回の資料に使用した「介護報酬の算定構造（案）」は、現段階で国が示

した改正（案）です。 

 今回の報酬改定等に関するご質問は、ホームページ掲載の質問票にて 

受付けます。(電子メール及びＦＡＸでのみ受け付けます。) 

以上、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 
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業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行

った場合は、イからソまでにより算定した単位数の1000分の

23に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行

った場合は、イからヲまでにより算定した単位数の1000分の

23に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 ６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） 

⑴ 要介護１                   546単位 

⑵ 要介護２                   614単位 

⑶ 要介護３                   685単位 

⑷ 要介護４                   750単位 

⑸ 要介護５                   820単位 

ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき

） 

⑴ 要介護１                   546単位 

⑵ 要介護２                   614単位 

⑶ 要介護３                   685単位 

⑷ 要介護４                   750単位 

⑸ 要介護５                   820単位 

注１・２ （略） 

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） 

⑴ 要介護１                   542単位 

⑵ 要介護２                   609単位 

⑶ 要介護３                   679単位 

⑷ 要介護４                   744単位 

⑸ 要介護５                   813単位 

ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき

） 

⑴ 要介護１                   542単位 

⑵ 要介護２                   609単位 

⑶ 要介護３                   679単位 

⑷ 要介護４                   744単位 

⑸ 要介護５                   813単位 

注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の

100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数

の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する

。 

３ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな

い場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の

100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の３に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

６ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ４ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
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いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定

単位数を加算する。ただし、ルを算定している場合におい

ては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

⑴・⑵ （略） 

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定

単位数を加算する。ただし、トを算定している場合におい

ては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

⑴・⑵ （略） 

７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定地域密着型特定施設において、外部との連携によ

り、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能

訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従

い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機

能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として

、１月につき、⑵については１月につき、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。また、注８を算定している場合は、

⑴は算定せず、⑵は１月につき100単位を所定単位数に算

定する。 

⑴・⑵ （略） 

５ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定地域密着型特定施設において、外部との連携によ

り、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能

訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従

い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機

能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として

、１月につき、⑵については１月につき、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。また、注６を算定している場合は、

⑴は算定せず、⑵は１月につき100単位を所定単位数に算

定する。 

⑴・⑵ （略） 

８・９（略） ６・７ （略） 

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域

密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着

型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該施設基準

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域

密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着

型特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制

2
74

33



  

 

 

に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 夜間看護体制加算(Ⅰ)            18単位 

⑵ 夜間看護体制加算(Ⅱ)            ９単位 

加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。 

  

  

  

 （新設） 

 （新設） 

11 （略） ９ （略） 

12 イについて、指定地域密着型特定施設において、協力医

療機関（指定地域密着型サービス基準第127条第１項に規

定する協力医療機関をいう。）との間で、利用者の同意を

得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的

に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次

に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。 

10 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継

続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得

て、協力医療機関（指定地域密着型サービス基準第127条

第１項に規定する協力医療機関をいう。）又は当該利用者

の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について

月に１回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算と

して、１月につき80単位を所定単位数に加算する。 

⑴ 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第

127条第２項各号に掲げる要件を満たしている場合 

                       100単位 

⑵ ⑴以外の場合               40単位 

（新設） 

 

 

（新設） 

13・14 （略） 11・12 （略） 

ハ・ニ （略） ハ・ニ （略） 

ホ 退居時情報提供加算               250単位 

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合に

おいて、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、

当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、

当該利用者の紹介を行った場合に、利用者１人につき１回に

限り算定する。 

（新設） 

 ヘ・ト （略） ホ・ヘ （略） 

チ 高齢者施設等感染対策向上加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し

（新設） 
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、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型

特定施設が、利用者に対して指定地域密着型特定施設入居者

生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１

月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)       10単位 

⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)       ５単位 

リ 新興感染症等施設療養費（１日につき）      240単位 

注 指定地域密着型特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が

定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等

を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用

者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定地域密着型特

定施設入居者生活介護を行った場合に、１月に１回、連続す

る５日を限度として算定する。 

（新設） 

ヌ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型

特定施設において、利用者に対して指定地域密着型特定施設

入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)          100単位 

⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)          10単位 

（新設） 

ル （略） ト （略） 

ヲ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者

に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場

チ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者

に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場
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合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

ワ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

リ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

カ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の15に

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の15に
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相当する単位数を所定単位数に加算する。 相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 ７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１日に

つき） 

㈠ 要介護１                  600単位 

㈡ 要介護２                  671単位 

㈢ 要介護３                  745単位 

㈣ 要介護４                  817単位 

㈤ 要介護５                  887単位 

⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１日に

つき） 

㈠ 要介護１                  600単位 

㈡ 要介護２                  671単位 

㈢ 要介護３                  745単位 

㈣ 要介護４                  817単位 

㈤ 要介護５                  887単位 

ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

（１日につき） 

㈠ 要介護１                  682単位 

㈡ 要介護２                  753単位 

㈢ 要介護３                  828単位 

㈣ 要介護４                  901単位 

㈤ 要介護５                  971単位 

⑵ 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護費（１日につき） 

㈠ 要介護１                  682単位 

㈡ 要介護２                  753単位 

㈢ 要介護３                  828単位 

㈣ 要介護４                  901単位 

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１日に

つき） 

㈠ 要介護１                  582単位 

㈡ 要介護２                  651単位 

㈢ 要介護３                  722単位 

㈣ 要介護４                  792単位 

㈤ 要介護５                  860単位 

⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１日に

つき） 

㈠ 要介護１                  582単位 

㈡ 要介護２                  651単位 

㈢ 要介護３                  722単位 

㈣ 要介護４                  792単位 

㈤ 要介護５                  860単位 

ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

（１日につき） 

㈠ 要介護１                  661単位 

㈡ 要介護２                  730単位 

㈢ 要介護３                  803単位 

㈣ 要介護４                  874単位 

㈤ 要介護５                  942単位 

⑵ 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護費（１日につき） 

㈠ 要介護１                  661単位 

㈡ 要介護２                  730単位 

㈢ 要介護３                  803単位 

㈣ 要介護４                  874単位 
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定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の66に相当する単位数 

 （削る） ネ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事

業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算

定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

 （削る） ナ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事

業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行

った場合は、イからソまでにより算定した単位数の1000分の

23に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 ６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 

イ～ル （略） イ～ル （略） 

ヲ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

ヲ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
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賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、

利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定

した単位数の1000分の128に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定

した単位数の1000分の122に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定

した単位数の1000分の110に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定

した単位数の1000分の88に相当する単位数 

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者

に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市

町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型特定施設（注１の加算を算定しているもの

を除く。）が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入

居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては

、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の106に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからルまでにより算

（新設） 
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定した単位数の1000分の107に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の91に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の85に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の79に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の95に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の64に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の58に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の61に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の46に相当する単位数 

 （削る） ワ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
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を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

 （削る） カ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の15に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 ７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

イ～フ （略） イ～フ （略） 

コ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉

施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし

、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算定

した単位数の1000分の140に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算定

した単位数の1000分の136に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定

コ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が

、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和

６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定した
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　２－２　地域密着型通所介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス

56



６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注 注

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

身体拘束廃止未
実施減算

高齢者虐待防止
措置未実施減算

業務継続計画未
策定減算

入居継続支援加
算（Ⅰ）

入居継続支援加
算（Ⅱ）

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ADL維持等加算
（Ⅰ）

ADL維持等加算
（Ⅱ）

夜間看護体制
加算（Ⅰ）

夜間看護体制
加算（Ⅱ）

若年性認知症
入
居者受入加算

口腔衛生管理
体
制加算

口腔・栄養スク
リーニング加算

要介護１ （ 546 単位）

要介護２ （ 614 単位）

要介護３ （ 685 単位）

要介護４ （ 750 単位）

要介護５ （ 820 単位）

要介護１ （ 546 単位）

要介護２ （ 614 単位）

要介護３ （ 685 単位）

要介護４ （ 750 単位）

要介護５ （ 820 単位）

※　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和６年５月３１日まで算定可能。

※　身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和７年４月１日から適用する。

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

ヌ　生産性向上推進体制加算
（１月につき　１００単位を加算）

ル　サービス提供体制強化加算

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×60／１０００）

注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

－３／１００

－１０／１００

－１／１００

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

ト　科学的介護推進体制加算（イを算定する場合のみ算定） （１月につき　４０単位を加算）

（１日につき　1780単位を加算）

（１日につき　１８単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

カ　介護職員等ベースアップ等
　　　支援加算

ヲ　介護職員処遇改善加算

（1月につき　　＋所定単位×１５／１０００）

（1月につき　　＋所定単位×１２／１０００）

（1月につき　　＋所定単位×１８／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　　＋所定単位×33／１０００）

（１）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

ワ　介護職員等特定処遇改善
     加算

ホ　退居時情報提供加算
（イを算定する場合のみ算定）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　1180単位を加算）

（４）　死亡日

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

リ　新興感染症等施設療養費 （１月に１回、連続する５日を限度として　２４０単位を算定）

（1月につき　　＋所定単位×82／１０００）

（１月につき　１０単位を加算）

（１日につき　６単位を加算）

（２）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

注

１日につき
＋1８単位

１日につき
＋９単位

ヘ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　572単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　4単位を加算）

１日につき
＋36単位

ニ　看取り介護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１日につき　680単位を加算）

（１日につき　644単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１）看取り介護加算（Ⅰ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（１日につき　1,280単位を加算）

（２５０単位）

（２）看取り介護加算（Ⅱ）

（１日につき　3単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

１回につき
＋２０単位

（６月に１回を
限度）

相談・診療を行う
体制を常時確保
している協力医療
機関と連携してい

る場合

１月につき
＋１００単位

１月につき
＋30単位

１月につき
＋20単位

１日につき
＋120単位

左記以外の協力
医療機関と連携し

ている場合

１月につき
＋４０単位

ハ　退院・退所時連携加算（イを算定する場合のみ算定）

注

１月につき
＋100単位

（３月に１回を限
度）

1月につき
＋200単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき＋

100単位

×70／１００

注

１月につき
＋３０単位

１月につき
＋６０単位

１日につき
＋12単位

－１／１００

注

基本部分

（１日につき　30単位を加算）

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）

ロ　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につ
き）※

（４）　死亡日

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　144単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　72単位を加算）

注

１日につき
＋22単位

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

協力医療機関連携加算

注

チ　高齢者施設等感染対策向上
加算

（１）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（２）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

（１月につき　５単位を加算）
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　２－２　地域密着型通所介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造
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６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注 注

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

身体拘束廃止未
実施減算

高齢者虐待防止
措置未実施減算

業務継続計画未
策定減算

入居継続支援加
算（Ⅰ）

入居継続支援加
算（Ⅱ）

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ADL維持等加算
（Ⅰ）

ADL維持等加算
（Ⅱ）

夜間看護体制
加算（Ⅰ）

夜間看護体制
加算（Ⅱ）

若年性認知症
入
居者受入加算

口腔衛生管理
体
制加算

口腔・栄養スク
リーニング加算

要介護１ （ 546 単位）

要介護２ （ 614 単位）

要介護３ （ 685 単位）

要介護４ （ 750 単位）

要介護５ （ 820 単位）

要介護１ （ 546 単位）

要介護２ （ 614 単位）

要介護３ （ 685 単位）

要介護４ （ 750 単位）

要介護５ （ 820 単位）

※　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

（1月につき　＋所定単位×７３／１０００）

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×５８／１０００）

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×６１／１０００）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×４６／１０００）

（1月につき　＋所定単位×７３／１０００）

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×６４／１０００）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×１００／１０００）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×９１／１０００）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×８５／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（1月につき　＋所定単位×７９／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×９５／１０００）

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（５）　介護職員等処遇改善
加算（Ⅴ）

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×１１３／１０００）

１日につき
＋36単位

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×１０６／１０００）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（1月につき　＋所定単位×１０７／１０００）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

－１／１００

（１日につき　3単位を加算）

（１月につき　４０単位を加算）

（１日につき　１８単位を加算）

１日につき
＋22単位

（１日につき　72単位を加算）

注

チ　高齢者施設等感染対策向上
加算

（１）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（２）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

（１月につき　５単位を加算）

基本部分

注

（１日につき　30単位を加算）

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）

ロ　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につ
き）※

（４）　死亡日

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　144単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

ハ　退院・退所時連携加算（イを算定する場合のみ算定）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

注

１月につき
＋100単位

（３月に１回を限
度）

1月につき
＋200単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき＋

100単位

×70／１００

注

１月につき
＋３０単位

１月につき
＋６０単位

１日につき
＋12単位

－１／１００

注

（１日につき　６単位を加算）

１回につき
＋２０単位

（６月に１回を
限度）

相談・診療を行う
体制を常時確保
している協力医療
機関と連携してい

る場合

１月につき
＋１００単位

１月につき
＋30単位

１月につき
＋20単位

１日につき
＋120単位

左記以外の協力
医療機関と連携し

ている場合

１月につき
＋４０単位

（４）　死亡日

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（１日につき　680単位を加算）

（１日につき　644単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（２）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

ト　科学的介護推進体制加算（イを算定する場合のみ算定）

ヘ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　1,280単位を加算）

ホ　退居時情報提供加算
（イを算定する場合のみ算定）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　1180単位を加算）

（１日につき　1780単位を加算）

（２５０単位）

（２）看取り介護加算（Ⅱ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（1月につき　＋所定単位×１２８／１０００）

注

１日につき
＋1８単位

１日につき
＋９単位

－３／１００

－１０／１００

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　4単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　572単位を加算）

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

（1月につき　＋所定単位×８８／１０００）

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１２２／１０００）

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１１０／１０００）

ヲ　介護職員等処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

※　身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和７年４月１日から適用する。

協力医療機関連携加算

ヌ　生産性向上推進体制加算
（１月につき　１００単位を加算）

ル　サービス提供体制強化加算

（１日につき　２２単位を加算）

リ　新興感染症等施設療養費 （１月に１回、連続する５日を限度として　２４０単位を算定）

ニ　看取り介護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）看取り介護加算（Ⅰ）
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